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主な審判以外の裁判に対する即時抗告一覧
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事項 即時抗告申立椴若 根拠条文(※1） 儲考 ．

管轄に属しない事件の移送の薮判

－令与 ○口 一一● 一一一ーC_－－

管憾に属する事件の裁量移送の裁判
－一一一 一一 1■■■ 一一－－

管縮に属しない事件の移送の申立ての却下

除斥の申立ての却下
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忌避の申立ての却下
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当田者，利害関係参加人
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当軍者，利害関係参加人
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移送を申立てた者
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除斥を申立てた者
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忌避を申立てた者
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特別代理人選任の申立ての却下

法定代理人等の費用償還の裁判

糖別代理人選任を申立てた者

償還鍍務者，償還福利者

法19V

法31 1 ,民醍
法69Ⅲ

D ■■■■■ﾛ■qー－■

救助を与える決定 受救助者の相手方
法3211,民訴
法86

愚判H16.7.13により
可能

救助申立の却下 救助を申立てた者
法3211 ,民解
法86

手続の承継人に対し猶予費用の支払を命じる決
定

承綴人
法3211 ,民翫
法86

救助の取消決定および猶予費用の支払いを命じ
る決定

受救助者
法3211,民断
法86

救助の取消しの申立てを却下する決定

企む一■ー 9－ ー今

裁判所審記官の処分に対する異贈の申立てに関
する裁判

救助の取消しの申立てをした利害関係人

一一●

異盟を申立てた者
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法32Ⅱ,民誘
法86
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法3711
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当事者参加の申出の却下 当事者参加の申出をした者
法41Ⅳ， 25
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手数料は，以下のと
おり（※2〉

．申立て手数料の
1 ． 5倍（申立人と
して参加する場合）
･ 1,000円（それ以外
の場合）
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法64 『 、 25

81 ,民諒法1
9211

法641 ， 25

81 0民瞬法1

器IT－更-す
81 ,民瞬法2
00． 192Ⅱ



事項 宅 ・ :即時抗告申立樋者 文《※1） ・ 備考

施人の宣旨拒絶についての薮判

－－－ー■■ 句 旬七0､÷■一

証人の宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定
した後の証人の正当な理由のない宣誓拒絶に対
する過料の裁判

一一■a一●ー のe－－－q■■■■■■■■■

宣誓をした当事者の虚偽の陳述に対する過料の
裁判

過料の裁判を受けた者

－＝ ■ ● 一心一一

過料の裁判を受けた者 ．

－■①旬一ひー■L
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過料の裁判を受けた者

法64 1 ． 2
81 ,民瞬湿
01V, 19
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法641 ， 2
81 ,民翫麓
01V, 19
M
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8I,民訴途
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鑑定人（鑑定の堀託を受けた宮公署又は法人を
含む。 ）の忌避を理由がないとする裁判

一旬一●ー■■ ■申

鑑定人（鑑定の嘱託を受けた宮公署又は法人を
含む． ）の鑑定拒絶についての籔判

1■■■ザー －●－－－－

鐙定人の不出頭に対する過料の裁判

3－ ｡q■■一 Bq－

忌避の申立てをした者

当事者，鑑定人

→一一－一

過料の裁判を受けた者
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法641 ， 25

81 ,民訴法2
14Ⅳ（21
8）

法641 ， 25

81 ,民訴法2
1 6 （21

8) , 19911
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81 ,民購法2
1 6． 1 9211

鑑定人の童書拒絶に対する過料の裁判 過料の裁判を受けた者
法64 1 p 25

81,民訴法2
16． 1 9211

壷疋人（琵疋の嘱託を堂けた官公租又は法人を

含む． ）の鐙定拒絶を理由がないとする裁判が
砿定した後の鑑定人（鐙定の嘱託を受けた宮公
署又は法人を含む。 〉の正当な理由のない遥定

過料の裁判を受けた者

法64 1 0 25
81 ,民解法2
16 （21
8） 1 92Ⅱ

文書（文書に準ずる物件を含む． ）提出命令の
申立てを却下する裁判

文書提出命令の申立てをした者

法64

8I,
23Ⅶ

1）

1 ． 25

民訴法2
(23

文書(文書に準ずる物件を含む。 ）提出命令の申
立てを湧容する裁判

第三者が文書(文書に準ずる物件を含む。 ）提出
命令に従わない場合の過料の銭判

箪跡等の対照の用に供すべき箪跡又は印影を傭
える文書その他の物件の提出命令の申立てを却
下する裁判

提出を命じられた所持者

過料の裁判を受けた者

筆跡専の対照の用に供すべき篭跡又は印影を傭
える文書その他の物件の提出命令の申立てをし
た者

法64

81 ,
23Ⅶ
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1 ， 25

民睡羨2
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法64 1 , 25
8I,民誘法2
2511 (23
1）
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筆跡等の対照の用に供すべき肇跡又は印影を備
える文書その他の物件の提出命令の申立てを鰯
容する裁判

提出を命じられた所持者

法641 , 25
81 ,民訴法2
2911 , 223
Ⅶ

第三者が筆跡等の対照の用に供すべき箪跡又は
印影を鱒える文言その他の物件の提出命令に従
わない墹合の過料の裁判

過料の裁判を受けた者
法641 , 25
8 1 ．民訴法2
29Ⅵ

文書（文書に準ずる物件を含む。 ）の成立の真
正を争った者に対する過料の裁判

検睡物提示命令・検証受忍命令の申立てを却下
する裁判

過料の裁判を受けた者

検鉦物提示命令・検証受忍命令の申立てをした
者

法64

81 ,
3011

1）

I ‘ 25

民訴法2
<23

法64

8 1 ,
321

Ⅶ

I 25

民翫法2
223

検証物提示命令・検証受忍命令の申立てを毘容
する裁判

■ ｡ 一己 一● ● ■d■■ ■ーつ一一ー

第三者が検証物提示命令に従わない場合の過料
の篭判

提示・受忍を命じられた者

ー

過料の毒判を受けた者
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法64
81 ,
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1 ， 25

民誘法2
223

法64 1 25
81 ,民瞬法2
32Ⅲ

当事者の不出頭に対する過料の藏判
◆一 ‐一

当事者の宣誓拒絶に対する過料の裁判

当事者の陳述拒絶に対する過料の織判
＝●。●－－－●

一G口●■ ■q■qー▼

ー凸 I■一一ーー

申立書却下命令（相手方（推定相続人廃除の審
判事件における廃除を求められた推定相綴人を
含む． ）への申立書の写しの送付又はこれに代
わる通知をすることができない場合）

～

過料の裁判を受けた者 、

過料の裁判を受けた者

過料の裁判を受けた者

申立人

法64Ⅵ， 25

81 ,民臨法1
92Ⅱ

法64V1， 25

81 ,民訴法2
09Ⅱ

法64VI, 25

81 ,民翫法2
0911

法67 11 (18
8Ⅳ） 256

11， 49Ⅵ



※1 「蚤｣は家事法. 「民誘法｣は民事訴訟法である．
●

※2※2を付した項以外の手数料は1000円である．
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即職告申立権者 祖拠条文(※1》
e ● ■

. 備考

申立番却下命令（相手方（推定相続人廃除の審
判事件における廃除を求められた推定相続人を
含む． ）への申立書の写しの送付又はこれに代
わる通知の費用の予納を命じたが，予納がない
鳩合）

一■一』 ■■●

更正決定（審判以外の裁判に対する更正決定を
含む． 〉

■‐ ●一 －｡ ワ ーマ－－－

更正決定（審判以外の銭判に対する更正決定を
含む． ）の申立てを不適法として却下する裁判

I■■■■ザ｡ ●一 申勺一ー

受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異騒
、申立てについての裁判

申立人

一＝ ーー● 一両‐守凸一

更正後の霊判が原審判であるとした場合に即時
抗告をすることができる者

－一○■ ■● 一一一－

更正決定を申立てた者

●e●ー－

異溌を申立てた者

法67Ⅳ（18
8Ⅳ）

Ⅱ

256
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法77Ⅲ（81
1) 2581

法77Ⅳ（81
I ) 、 2581

法100M
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※審判に対し通法な
即時抗告があったと
きは，することがで
きない。

※審判に対し適法な

即時抗告があったと
きは，することがで
きない。
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再審の申立てを棄却する裁判

通産の換価を命ずる裁判（相続財産の換価を命
ずる裁判）

原審判その他の裁判に対し即時抗告をすること
ができる者

相続人（相続財産の換価を命ずる猛判において
は相続財産の管理人〉

法103V

一ﾛ■■■､ ■

法194V, 2
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鬮停調書の更正決定 当事者 法269Ⅲ

調停調書の更正決定の申立てを不適法として却
下する決定

更正決定を申立てた者 法269Ⅳ


